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リース関連、GM課税、所得控除拡充など
令和7年度

税制改正大綱のポイント
こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●2024年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が公表された。
●いわゆる「103万円の壁」の引上げについて、与野党の協議がまとまらず、引上げ
幅の決定は国会審議に持ち越されたが、源泉徴収税額の改正は翌2026年以降と
なるため足元の実務への影響はない。
●新リース会計基準におけるオペレーティング・リースの売買処理について税務は賃
貸借処理が維持され、税会不一致となる。

●グローバル・ミニマム課税について、昨年度の法制化が見送られた軽課税所得課
税ルール（UTPR）および国内ミニマム課税（QDMTT）が措置される。

公認会計士・税理士　

宮口　徹

は
じ
め
に

２
０
２
４
年
12
月
20
日
に
令
和
７
年
度

税
制
改
正
大
綱（
以
下
、「
大
綱
」と
い
う
）

が
与
党
よ
り
公
表
さ
れ
た
。
衆
院
選
で
与

党
が
過
半
数
割
れ
し
た
こ
と
も
あ
り
、
例

年
よ
り
も
遅
い
公
表
と
な
っ
た
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る「
１
０
３
万
円
の
壁
」の
引
上
げ

等
、
与
野
党
協
議
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た

項
目
も
あ
り
、
例
年
以
上
に
国
会
審
議
の

動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
上
場
企
業
を
中
心

と
し
た
大
規
模
事
業
会
社
へ
の
影
響
が
大

き
い
と
考
え
ら
れ
る
改
正
項
目
に
絞
っ
て

要
点
を
解
説
す
る
が
、
当
然
に
す
べ
て
の

改
正
事
項
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
た

め
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
読
者

の
理
解
の
便
宜
の
た
め
、
用
語
の
記
載
を

簡
略
化
す
る
と
と
も
に
、
細
か
な
要
件
に

つ
き
記
載
を
省
略
し
単
純
化
し
た
記
載
を

行
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
た
め
正
確
な
内

容
に
つ
い
て
は
大
綱
原
文
を
当
た
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は

現
時
点
で
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
制
定
さ

れ
る
法
律
お
よ
び
政
省
令
に
て
規
定
さ
れ

る
点
も
申
し
添
え
る
。

所
得
税

⑴　
各
種
所
得
控
除
の
拡
充

い
わ
ゆ
る「
１
０
３
万
円
の
壁
」に
つ
い

て
は
基
礎
控
除
お
よ
び
給
与
所
得
控
除
を

そ
れ
ぞ
れ
10
万
円
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
１
２
３
万
円
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
方
針
と
し
て
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
配

偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
の
年
収
要
件
も
同

額
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。な
お
、

大
綱
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
国
民

民
主
党
は
１
７
８
万
円
へ
の
引
上
げ
を
要

望
し
て
お
り
、
法
律
成
立
ま
で
今
後
の
協

議
動
向
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
も
う
１
つ
の
１
０
３
万
円
の
壁

で
あ
る
大
学
生
年
代
の
子
を
扶
養
す
る
親

の
税
負
担
を
軽
減
す
る
特
定
扶
養
控
除

に
つ
い
て
は
、
特
定
親
族
特
別
控
除（
仮

称
）を
新
設
し
、
子
の
年
収
が
１
５
０
万

円
以
下
の
場
合
は
特
定
扶
養
控
除
と
同
額

の
63
万
円
の
控
除
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

し
、
子
の
年
収
が
１
８
８
万
円
に
達
す
る

ま
で
控
除
額
は
逓
減
す
る
も
の
の
、
控
除

が
受
け
ら
れ
る
し
く
み
が
措
置
さ
れ
る
。

改
正
法
は
２
０
２
５
年
分
の
所
得
税
か

ら
施
行
さ
れ
、
給
与
所
得
や
賞
与
に
係

る
源
泉
徴
収
税
額
表
も
改
正
さ
れ
る
が
、

改
正
後
の
源
泉
徴
収
税
額
表
の
適
用
は

実  務実  務
解説
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実務解説

２
０
２
６
年
１
月
１
日
以
降
に
支
払
う
べ

き
給
与
か
ら
適
用
さ
れ
る
た
め
、
本
改
正

の
影
響
は
今
年
の
年
末
調
整
か
ら
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
少
子
高
齢
化
に
伴
う
社
会
保
障

の
給
付
削
減
を
背
景
と
し
て
、
老
後
に
向

け
た
資
産
形
成
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
ｉ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）の
拠

（図表１）　所得税に係る主な改正項目

項目 現行制度 改正後
適用要件 適用要件 控除額

給与所得の非
課税枠

103万円（基礎控除48万円、給
与所得控除55万円）

123万円（基礎控除58万円、給
与所得控除65万円）

－

配偶者控除 年収要件103万円以下 年収要件123万円以下 38万円
扶養控除 年収要件103万円以下 年収要件123万円以下 38万円・63万円
特定親族特別
控除（仮称）

－ 年収要件123万円超～ 188万円
以下

63万円～3万円

iDeCoの掛金
上限・拠出期
間

企業年金加入者：企業年金との
合計で月5万5千円（iDeCo上限2
万円）
企業年金未加入者：月2万3千円
自営業者等：国民年金との合計
で月6万8千円
拠出期間：65歳未満

企業年金加入者：企業年金との
合計で月6万2千円（iDeCo上限
撤廃）
企業年金未加入者：月6万2千円
自営業者等：国民年金との合計
で月7万5千円
拠出期間：70歳未満

－

出
限
度
額
の
引
上
げ
や
拠
出
期
間
の
延
長

が
行
わ
れ
る（
図
表
１
）。
ま
た
、
詳
細
は

割
愛
す
る
が「
資
産
運
用
立
国
」の
実
現
に

向
け
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
拡
充
や
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
の
利
便
性
向
上
の
措
置
が
図
ら
れ
る
。

⑵　
信
託
を
用
い
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
プ
ラ
ン
の
規
制

信
託
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン（
図
表

２
⑴
参
照
）に
つ
い
て
は
２
０
２
３
年
公

表
の
国
税
庁
Ｑ
＆
Ａ
に
お
い
て
、
図
表
２

⑴
中
④
の
権
利
行
使
時
に
課
税
が
繰
り
延

べ
ら
れ
ず
給
与
所
得
さ
れ
る
と
の
判
断
が

公
表
さ
れ
議
論
を
呼
ん
だ
が
、
今
般
の
改

正
に
お
い
て
は
信
託
を
用
い
て
役
職
員
に

株
式
を
交
付
す
る
図
表
２
⑵
の
ス
キ
ー
ム

に
お
け
る
④
の
株
式
付
与
に
つ
い
て
、
簿

価
引
継
ぎ
で
は
な
く
時
価
で
の
取
得
と
し

て
、
株
式
の
含
み
益
分
の
給
与
所
得
課
税

が
生
じ
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
受
益
者
等
の

存
し
な
い
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て
受
益

者
等
が
指
定
さ
れ
た
場
合
、
信
託
財
産
が

簿
価
で
引
き
継
が
れ
課
税
が
生
じ
な
い
の

が
従
前
の
取
扱
い
で
あ
る
と
こ
ろ
、
役
員

等
の
勤
続
年
数
等
を
勘
案
し
て
受
益
者
が

指
定
さ
れ
る
も
の
を
特
定
法
人
課
税
信
託

と
し
て
時
価
取
得
の
取
扱
い
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
税
務
当
局
と
し
て
は
税
制
適
格

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
要
件
を
満
た
さ

ず
に
同
様
の
税
優
遇
効
果
を
生
む
ス
キ
ー

ム
が
創
出
さ
れ
た
場
合
、
今
後
も
迅
速
に

対
応
す
る
方
針
が
大
綱
上
に
明
記
さ
れ
て

い
る
。

⑶　
退
職
金
課
税

働
き
方
が
多
様
化
す
る
な
か
で
、
中
立

性
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
従
来
か
ら
検
討

課
題
と
さ
れ
て
い
た
退
職
金
に
係
る
所
得

税
課
税
に
つ
い
て
は
今
年
の
大
綱
で
も
検

討
課
題
と
さ
れ
、
細
部
を
除
い
て
踏
み

込
ん
だ
改
正
は
見
送
ら
れ
た
。
関
連
し

て
、
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
に
つ
い

て
、
２
０
２
６
年
１
月
１
日
以
後
提
出
分

よ
り
、
退
職
手
当
の
支
払
を
受
け
る
す
べ

て
の
居
住
者（
現
行
：
役
員
で
あ
る
居
所

者
）に
係
る
源
泉
徴
収
票
を
税
務
署
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

る
他
、
記
載
事
項
に
つ
い
て
所
要
の
見
直

し
が
行
わ
れ
る
。

法
人
税

⑴　
法
人
税
率
等

防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
措
置
と

し
て
、
２
０
２
６
年
４
月
１
日
以
後
開
始

事
業
年
度
か
ら
防
衛
特
別
法
人
税（
仮
称
）

が
導
入
さ
れ
、
法
人
税
額
の
４
％
の
付
加

税
が
課
税
さ
れ
る
。
中
小
法
人
に
配
慮
し

た
５
０
０
万
円
の
基
礎
控
除
を
除
外
す
れ

（図表2）　法人課税信託に係る改正
⑴信託型ストックオプション（参考）　

受託者
（信託会社）

委託者
（オーナー）

②
新
株
予
約

権
購
入

①
信
託
の
組
成

受益者
（役職員）

③新株予約権
の付与

④権利行使・
株式取得

給与所得課税 ⑤株式の市場
売却

⑵株式交付スキーム（今般の改正）

受託者
（信託会社）

委託者
（オーナー）

②
新
株
予
約

②
新
株
予
約

権
購
入

権
購
入

③
権
利
行
使
・

③
権
利
行
使
・

株
式
取
得

株
式
取
得

①
信
託
の
組
成

①
信
託
の
組
成

④株式の付与

給与所得課税

⑤株式の市場
売却

受益者
（役職員）

ば
現
行
の
法
人
税
率
23
・
２
％
の
４
％
で

約
１
％
の
税
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
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る
。
な
お
、
同
様
の
防
衛
財
源
確
保
措
置

と
し
て
、
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
た
ば
こ

税
の
増
税
時
期
が
決
定
さ
れ
る
一
方
で
、

所
得
税
の
増
税
実
施
時
期
の
決
定
は
先
送

り
さ
れ
た
。

ま
た
、
中
小
法
人
に
か
か
る
年
所
得

８
０
０
万
円
ま
で
の
軽
減
税
率（
15
％
）に

つ
い
て
は
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
る

が
、
通
算
法
人
が
除
外
さ
れ
る
と
と
も
に

年
間
所
得
10
億
円
超
の
法
人
は
税
率
が

17
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る（
図
表
３
）。

⑵　
リ
ー
ス
取
引

リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
は
２
０
２
７
年
４

月
１
日
以
降
適
用
さ
れ
る
新
リ
ー
ス
会
計

基
準
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー

ス
が
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
処
理（
売
買
処
理
）さ
れ

る
こ
と
に
伴
う
対
応
が
注
目
さ
れ
て
い
た

が
、
結
論
と
し
て
は
支
払
リ
ー
ス
料
の
う

ち
、
債
務
確
定
分
の
み
を
損
金
算
入
さ
れ

る
こ
と
と
さ
れ
、
賃
貸
借
処
理
が
継
続
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
務
サ
イ
ド
が
求
め

て
い
た
税
会
一
致
は
実
現
せ
ず
、
上
場
企
業

で
は
事
務
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
リ
ー
ス
の
貸
手
に
認
め
ら
れ
て

い
た
延
払
経
理
に
よ
る
リ
ー
ス
利
益
の
分

割
計
上
の
特
例
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
た
だ
し
、
２
０
２
５
年
４
月
１

日
前
に
リ
ー
ス
譲
渡
を
行
っ
た
法
人
の

２
０
２
７
年
３
月
31
日
以
前
に
開
始
す
る

事
業
年
度
に
お
け
る
リ
ー
ス
譲
渡
に
つ

い
て
は
延
払
基
準
を
認
め
る
と
と
も
に
、

２
０
２
５
年
４
月
１
日
か
ら
２
０
２
７
年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年

度
に
お
い
て
延
払
基
準
を
や
め
た
場
合
の

繰
延
リ
ー
ス
利
益
額
を
５
年
均
等
で
収
益

計
上
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
る
。

一
方
、
借
手
に
お
け
る
所
有
権
移
転
外

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
の
リ
ー
ス
期
間

定
額
法
に
よ
る
減
価
償
却
に
つ
い
て
、
取

得
価
額
に
含
ま
れ
る
残
価
保
証
額
を
控
除

し
な
い
こ
と
と
し
、
リ
ー
ス
期
間
経
過
時

点
に
１
円（
備
忘
価
額
）ま
で
償
却
で
き
る

こ
と
と
な
る（
図
表
４
）。

組
織
再
編・グ
ル
ー
プ

通
算
制
度

⑴　
非
適
格
再
編
時
の
資
産
・
負
債

調
整
勘
定

非
適
格
合
併
等
に
よ
り
移
転
を
受
け
る

資
産
等
に
係
る
調
整
勘
定
の
算
定
方
法
に

つ
い
て
次
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
が
、
詳

細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
法
案
の
公
表

が
待
た
れ
る
。

①
　
一
定
の
資
産
評
定
に
よ
り
移
転
を
受

け
る
資
産
及
び
負
債
の
価
値
が
等
し
く

な
る
場
合
等
に
お
い
て
そ
の
対
価
が
な

い
と
き
の
調
整
勘
定
の
算
定
方
法
を
明

確
化
す
る
。

②
　
い
わ
ゆ
る
対
価
省
略
型
の
非
適
格
合

併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
移
転

を
受
け
る
資
産
等
が
資
産
超
過
で
あ

り
、か
つ
、一
定
の
資
産
評
定
を
行
っ
て

い
な
い
と
き
等
に
お
け
る
処
理
の
方
法

を
適
正
化
す
る
。

⑵　
グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
採
用
会
社

の
ス
ピ
ン
オ
フ

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
採
用
会
社
が
グ

ル
ー
プ
子
会
社
を
ス
ピ
ン
オ
フ（
株
式
分

配
）す
る
場
合
、
通
算
離
脱
に
よ
り
投
資

簿
価
修
正（
図
表
５
に
お
け
る
親
法
人
Ｐ

が
有
す
る
子
法
人
Ｂ
の
株
式
簿
価
の
修

正
）が
必
要
と
な
り
、
当
該
投
資
簿
価
修

正
額
を
反
映
後
の
分
配
資
産
割
合
に
基
づ

い
て
株
主
の
み
な
し
配
当
額
や
譲
渡
損
益

が
計
算
さ
れ
る
が
、
現
行
税
制
で
は
ス
ピ

ン
オ
フ
実
行
前
に
投
資
簿
価
修
正
額
を
計

（図表４）　リース取引

項目 会計
税務

法人税 消費税 事業税外形標準
課税

ファイナン
ス・ リース

売買処理 原則：売買処理
特例：貸手は延
払基準による収益
分割計上可
→2025年4月1日
以降延払基準
の廃止（経過措
置あり）

原則：売買処理
特例：貸手は延
払基準による分割
認識可
→2025年4月1日
以降延払基準
の廃止（経過措
置あり）

リース料のうち、
金利部分は受取・
支払利子

オ ペ レ ー
ティング・
リース

賃貸借処理
→新リース会計
基準（2027年
４月１日以後
適用）により
売買処理に
改正

賃貸借処理 賃貸借処理 不動産のリース取
引の場合は受取・
支払賃借料
損金算入される
賃借権等の対価
を支払賃借料とす
る

（注）　図中色字が今般の改正項目

（図表３）　法人税率等
対象法人 項目 現行制度 改正内容 適用時期
全法人 防衛特別法

人税（仮称）
－ （法人税額－基礎控除500

万円）×4%を課税
通算法人の基礎控除は
500万円を基準法人税額
比で按分

2026年4月1日
以降開始事業年
度

中小法人 所得800万
円以下の軽
減税率

15%
 （本則19%）

15%（2年延長）
①年間所得10億円超の法
人は17%に引上げ

②通算法人を除外

2025年4月1日
以後開始事業年
度
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算
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ス
ピ
ン
オ
フ
実

行
に
お
け
る
阻
害
要
因
と
な
り
得
る
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
今
般
の
改
正
で
は
分

配
資
産
割
合
の
算
定
を
株
式
分
配
実
行
日

が
属
す
る
年
度
の
前
期
末
時
点
の
数
値
を

用
い
て
算
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
分
割

型
分
割
に
お
い
て
も
同
様
の
改
正
が
行
わ

れ
る
。 

国
際
税
務

⑴　
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
て
合
意
さ

れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
つ

い
て
、
令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
措
置
さ

れ
た
所
得
合
算
ル
ー
ル（
Ｉ
Ｉ
Ｒ
）の
一
部

見
直
し
に
加
え
て
、
昨
年
度
の
法
制
化
が

見
送
ら
れ
た
軽
課
税
所
得
ル
ー
ル（
Ｕ
Ｔ

Ｐ
Ｒ
）お
よ
び
国
内
ミ
ニ
マ
ム
課
税（
Ｑ
Ｄ

Ｍ
Ｔ
Ｔ
）が
措
置
さ
れ
る
。
制
度
の
概
要

は
図
表
６
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｕ
Ｔ
Ｐ
Ｒ
は
Ｉ
Ｉ
Ｒ
を
補
完
す
る
位
置

づ
け
で
あ
り
、
親
会
社
で
グ
ル
ー
プ
全
体

の
所
得
に
対
し
て
最
低
税
率
15
％
の
課
税

が
行
え
な
い
場
合
に
課
税
が
漏
れ
た
分
を

子
会
社
で
課
税
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
日

本
企
業
の
場
合
は
最
終
親
会
社
に
て
Ｉ
Ｉ

Ｒ
が
適
用
さ
れ
る
た
め
Ｕ
Ｔ
Ｐ
Ｒ
が
適
用

さ
れ
る
局
面
は
限
定
的
で
あ
る
。
ま
た
、

Ｑ
Ｄ
Ｍ
Ｔ
Ｔ
は
自
国
の
構
成
会
社
の
税
負

担
率
が
15
％
を
下
回
る
場
合
に
日
本
で
差

額
を
徴
収
で
き
る
制
度
で
あ
る
が
、
主
に

は
軽
課
税
国
が
自
国
の
税
収
を
確
保
す
る

た
め
の
ル
ー
ル
で
あ
り（
Ｑ
Ｄ
Ｍ
Ｔ
Ｔ
が

導
入
さ
れ
て
い
る
と
他
国
で
Ｉ
Ｉ
Ｒ
や
Ｕ

Ｔ
Ｐ
Ｒ
に
よ
る
課
税
は
で
き
な
い
）、
税

額
に
比
し
て
膨
大
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

コ
ス
ト
の
是
非
が
議
論
さ
れ
て
い
る
事
項

で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
配
慮
し
て
、

Ｉ
Ｉ
Ｒ
の
適
用
に
お
い
て
、
実
務
サ
イ
ド

か
ら
の
懸
念
の
多
い
税
効
果
会
計
の
取
扱

い
等
や
グ
ル
ー
プ
間
取
引
に
係
る
所
得
調

整
に
つ
い
て
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
。

⑵　
外
国
子
会
社
合
算
税
制

外
国
子
会
社
合
算
税
制
に
つ
い
て
は
企

業
の
事
務
負
担
の
軽
減
措
置
が
盛
り
込
ま

れ
る
。

ま
ず
、
外
国
関
係
会
社
の
課
税
対
象

金
額
等
相
当
額
の
合
算
時
期
が
、
外
国

関
係
会
社
の
事
業
年
度
終
了
日
の
翌
日
か

ら
４
カ
月（
現
行
２
カ
月
）経
過
日
を
含
む

事
業
年
度
と
さ
れ
る
。
本
改
正
の
適
用
時

期
は
内
国
法
人
の
２
０
２
５
年
４
月
１
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
外
国

関
係
会
社
の
課
税
対
象
金
額
等（
そ
の
外

国
関
係
会
社
の
同
年
２
月
１
日
以
後
に
終

（図表6）　軽課税所得ルールおよび国内ミニマム課税の概要

項目 軽課税所得ルール
（UTPR）

国内ミニマム課税
（QDMTT）

対象法人・特定多国籍企業グループ等
に属する構成会社等である
内国法人

・同左

課税標準・国内グループ国際最低課税
残余額（下記）×（従業員割
合×50%＋有形資産割合×
50%）
・国内グループ国際最低課税
残余額＝グループ国際最低
課税残余額×（国内従業員割
合×50%＋国内有形資産割合
×50%）

・当期グループ国内最低課
税額（（国内グループ純所
得－所得除外額）×（15%
－国内実効税率））×寄与
割合＋過去対象会計年度
ごとの再計算グループ国
内最低課税額×過去帰属
割合

税率 ・国際最低課税残余額に対す
る法人税（仮称）
国際最低課税残余額×
90.7%
・国際最低課税額等に係る特
定基準法人税額に対する地
方法人税（仮称）
上記税額×907分の93（9.3%）
・地方税の課税はなし（上記法
人税額は住民税法人税割の
課税標準からは除外）

・国内最低課税額に対する
法人税（仮称）
国内最低課税額×75.3%
・国内最低課税額に係る
特定基準法人税額に対す
る地方法人税（仮称）　
上記税額×753分の247
（24.7%）
・同左

申告・納
付期限

・対象会計年度終了日の翌日
から1年3カ月（一定の場合は
1年6カ月）

・同左

適用時期・2026年4月1日以後に開始す
る課税対象会計年度

・同左

（注）　内国法人の基本的なケースのみ記載

（図表5）　グループ通算制度採用会社のスピンオフ

①取引前 ②株式分配 ③取引後

親法人
P

親法人
P

子法人
A

子法人
A

子法人
A

子法人
B

子法人
B

法人
B

100%100% 100%100%

B株式B株式 B株式B株式

100%100% 100%100% 通算離脱通算離脱

通算グループ通算グループ 通算グループ通算グループ

株主 株主 株主株主 株主 株主

100%100%

親法人
P

実務解説
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宮口　徹（みやぐち・とおる）
公認会計士・税理士
宮口公認会計士・税理士事務所代表。早稲
田大学卒業後、朝日監査法人および大和証
券SMBC㈱を経て2002年に現PwC税理士法
人入所。以後10年超にわたり内資・外資、
上場・非上場等、多様な法人の税務申告業
務およびM&Aや組織再編に係る税務コンサ
ルティング業務に従事するともに税制に関す
る関係当局からの委託調査や税制改正に関す
る執筆・講演に多数関与。公益社団法人日
本証券アナリスト協会検定会員。著書に
『M&A・組織再編スキーム発想の着眼点50』
（中央経済社刊）など。

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
）

で
あ
る
が
、
２
０
２
５
年
４
月
１
日
前
に

開
始
し
た
事
業
年
度（
そ
の
外
国
会
社
の

２
０
２
４
年
12
月
１
日
か
ら
２
０
２
５
年

１
月
31
日
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る

も
の
に
限
る
）に
係
る
外
国
関
係
会
社
の

課
税
対
象
金
額
に
つ
い
て
も
事
業
年
度
終

了
日
の
翌
日
か
ら
４
カ
月
経
過
日
を
含
む

２
０
２
５
年
４
月
１
日
以
後
開
始
事
業
年

度
に
合
算
で
き
る
経
過
措
置
も
設
け
ら
れ

る
。日

本
の
上
場
企
業
は
３
月
決
算
が
多
く
、

海
外
子
会
社
は
12
月
決
算
の
会
社
が
多
い

た
め
、
親
会
社
で
の
子
会
社
決
算
の
取
込

み
を
１
期
遅
く
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
負

担
の
軽
減
を
図
る
趣
旨
で
あ
る
。

ま
た
、
申
告
書
添
付
ま
た
は
保
存
を
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
外
国
関
係
会
社
に

関
す
る
書
類
の
範
囲
か
ら
①
株
主
資
本
変

動
計
算
書
お
よ
び
損
益
金
の
処
分
に
関
す

る
計
算
書
と
②
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益

計
算
書
に
係
る
勘
定
科
目
内
訳
明
細
書
が

除
外
さ
れ
る
。

納
税
環
境
整
備

⑴　
電
子
帳
簿
保
存
制
度

税
務
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る

趣
旨
で
、
２
０
２
７
年
１
月
１
日
以
後
に

法
定
申
告
期
限
等
が
到
来
す
る
国
税
に
つ

い
て
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
重
加
算
税
の

加
重
措
置
の
対
象
か
ら
、
特
定
電
磁
的
記

録（
保
存
要
件
に
従
っ
て
保
存
が
行
わ
れ

て
い
る
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電

磁
的
記
録
等
）で
図
表
７
の
要
件
を
満
た

す
も
の
が
除
外
さ
れ
る
。

図
表
７
の
改
正
に
伴
い
、
２
０
２
７
年

分
以
後
の
所
得
税
の
青
色
申
告
特
別
控
除

の
控
除
額
65
万
円
の
適
用
要
件
に
つ
い

て
、
仕
訳
帳
等
に
つ
き
国
税
の
納
税
義
務

の
適
正
な
履
行
に
資
す
る
も
の
と
し
て
一

定
の
要
件
を
満
た
す
電
磁
的
記
録
の
保
存

等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
代
え
て
、
特
定

電
子
計
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る

と
と
も
に
、
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係

る
電
磁
的
記
録（
特
定
電
磁
的
記
録
に
限

る
）の
う
ち
そ
の
保
存
が
当
該
特
定
電
子

計
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
図
表

７
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

も
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

⑵　
添
付
書
面
等
記
載
事
項
等
の
ス

キ
ャ
ナ
読
取
り

ｅ
─
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
り
申
請
書
面
等
に
記

載
す
べ
き
事
項
お
よ
び
添
付
書
面
等
に
記

載
さ
れ
て
い
る
事
項
ま
た
は
記
載
す
べ
き

事
項
を
、
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
る
読
取
り
等
に

よ
り
作
成
し
た
電
磁
的
記
録（
い
わ
ゆ
る

「
イ
メ
ー
ジ
デ
ー
タ
」）に
て
送
信
す
る
場

合
等
の
要
件
に
つ
い
て
、
①
白
色
か
ら
黒

色
ま
で
の
階
調
が
２
５
６
階
調
以
上
で
あ

る
こ
と（
現
行
：
赤
色
、
緑
色
お
よ
び
青

色
の
階
調
が
そ
れ
ぞ
れ
２
５
６
階
調
以

上
で
あ
る
こ
と
）と
さ
れ
る
と
も
に
、
②

２
０
２
８
年
１
月
１
日
か
ら
フ
ァ
イ
ル
形

式
に
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ（
Ｊ
Ｐ
Ｇ
）形
式
が
追
加
さ

れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
令
和
７
年
度
税
制
改
正
大
綱
の

改
正
項
目
の
う
ち
、
大
規
模
事
業
会
社
に

影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
主
要
な
ポ
イ
ン
ト

に
つ
い
て
解
説
を
行
っ
た
。

（図表７）　特定電磁的記録の除外される要件
①　記録事項について訂正または削除を行った事実および内容を
確認することができる特定電子計算機処理システムを使用して
その電磁的記録の授受および保存を行うこと
②　取引金額の訂正または削除を行ったうえで、国税関係帳簿に
係る電磁的記録等に記録した場合には、その訂正または削除を
行った事実および内容を確認することができる特定電子計算機
処理システムを使用してその電磁的記録の授受および保存を行
うこと
③　請求書・納品書等の重要書類に通常記載される取引情報に
係る電磁的記録の記録事項とその取引情報に関連する国税関
係帳簿に係る電磁的記録等の記録事項との間において、相互
にその関連性を確認することができるようにしておくこと
④　前記①および②の特定電子計算機処理システムを使用してそ
の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の授受および保存を
行ったことを確認することができるようにしておくこと

所
得
税
に
お
け
る
各
種
税
額
控
除
に
つ

い
て
の
結
論
は
国
会
審
議
に
持
ち
越
さ
れ

た
が
、
２
０
２
５
年
中
の
源
泉
徴
収
は
改

正
前
の
制
度
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
た
め
対

応
の
緊
急
性
は
低
い
。

一
方
で
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー

ス
に
係
る
税
会
不
一
致
や
グ
ロ
ー
バ
ル
大

企
業
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム

課
税
対
応
等
、
上
場
企
業
の
実
務
担
当
者

の
負
担
は
増
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る

と
の
印
象
で
あ
る
。
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
関
連
す
る
改
正
項
目
に
つ
い
て
は

米
国
を
中
心
と
し
た
国
際
政
治
の
動
向
に

も
左
右
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の

法
改
正
や
通
達
公
表
等
、
適
時
に
情
報
収

集
を
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
国
際
税
務

の
専
門
家
を
活
用
し
つ
つ
対
応
し
た
い
。

実務解説


